
   ○国立大学法人宮崎大学の職員研修に関する規程 
 

平成16年４月１日 
                           制      定 
 
                                            改正 平成29年９月28日 令和元年12月26日 
                                                      令和３年３月25日  令和４年９月30日 
                                                      令和６年３月29日 
 
 （総則） 
第１条 国立大学法人宮崎大学（以下「本法人」という。）に勤務する職員（以下「職員」とい
う。）の研修については、国立大学法人宮崎大学職員就業規則（以下「職員就業規則」とい
う。）第40条及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則（以下「有期契約職員就業規
則」という。）第40条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 
 （研修の目的） 
第２条 研修は、職員に、現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂
行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させ
ることを目的とする。 

 
 （学長の責務） 
第３条 学長は、職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、
実施に努めなければならない。 

２ 学長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために職員の自己
啓発の意欲を発揮させるよう配慮しなければならない。 

３ 学長は、必要と認めるときは、他の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うこと
ができる。 

 
 （職務を通じての研修） 
第４条 学長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の職務を通じて必要な研修を行わせる
ものとする。 

 
 （職務を離れての研修の実施に関する基準） 
第５条 学長は、必要と認めるときは、職員に日常の職務を離れて専ら研修を受けることを命ず
ることができる。 

２ 前項に規定する職務を離れての研修の実施に関し必要な基準は、次のとおりとする。 
 (1) 本法人が実施する研修については、その課業時間（講義、演習、実習等のための時間をい

う。以下同じ。）を次の掲げるところに従い定める。 
  ア 研修の効果的実施のため特に必要があると認められる場合、講師又は施設の確保のため

やむを得ないと認められる場合等を除き、課業時間は、国立大学法人宮崎大学に勤務する
職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第５条に定められた所定労働時間内に置く
ものとする。 

  イ 職員が１日の職務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の課業時間は、１
週間につき、当該研修を受ける職員の１週間の所定労働時間を超えず、かつ、その４分の
３を下らないものとすること。ただし、研修の目的、内容等に照らしてこの基準により難
い場合は、当該研修の期間を超えない一定の期間について、その期間内における１週間当
たりの平均課業期間が当該研修を受ける職員の当該期間内における１週間当たりの所定労
働時間を超えず、かつ、その４分の３を下らないものとすることができる。 

 (2) 第３条第３項に規定する外部の機関に委託して実施する研修については、前号の基準に準
じたものであること。 

 
 （職務を離れての研修を受ける職員の責務） 
第６条 前条第１項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機
関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければなら
ない。 

 
 （大学教員の特例） 
第７条 大学教員は当該大学教員が行う教育、診療及び管理運営等の業務を一定期間免除される
ことにより、主体的に研究に専念する研修（以下「サバティカル研修」という。）に従事する
ことができる。 



２ サバティカル研修は、本学の大学教員としての継続勤務期間が７年以上あり、かつ、サバテ
ィカル研修開始時の年度末年齢が満64歳未満の者を対象とし、サバティカル研修の期間は、原
則として１年以内の継続する期間とする。 

３ サバティカル研修に従事しようとする者は、事前にサバティカル研修申請書（様式１）を、
終了後は速やかにサバティカル研修結果報告書（様式２）を教育学部、医学部（附属病院含
む。）、農学部、地域資源創成学部、工学教育研究部、教育学研究科、学び・学生支援機構、
研究・産学地域連携推進機構、先端研究推進本部、国際連携センター、多言語多文化教育研究
センター、先端研究推進本部の下に置く各センター、安全衛生保健センター又は情報基盤セン
ター（以下「各学部等」という。）の長へ提出するものとする。 

４ 学長は、各学部等の長からの推薦を経て、サバティカル研修に従事できる者を決定し、その
結果を当該各学部等の長に通知するものとする。 

５ サバティカル研修に関し必要な事項は、各学部等の長が別に定める。 
 
 （雑則） 
第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成16年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、平成29年９月28日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和２年１月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和３年３月25日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和４年10月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



様式１ 
 

サバティカル研修申請書 

 

                                                       年  月  日 
   学長  殿 
 
 下記の者をサバティカル研修候補者として推薦します。 
 
                        （学部等の長）氏名 
 
 
                                                                 年  月  日 
   （所属部局の長）  殿 
  申請者所属・職名 
                                     氏名 
 
 国立大学法人宮崎大学の職員研修に関する規程第７条第３項の規定により、下記のとおり
申請します。 
 

記 

 

１．サバティカル研修の
  概要 
 （サバティカル研修を
  実施するための準備
  状況についても記述
  する） 

 

 

 

 

 

 
２．サバティカル研修 
  従事希望期間 

 
          年  月  日から 
          年  月  日まで 
 

 
３．サバティカル研修 
  実施場所 

 

 

 
４．継続勤務期間及び 
  年齢 

 
勤務期間：  年 月 日から   年 月 日まで 
                  （  年  月） 
サバティカル研修開始時の年度末年齢：   歳      
 

 
５．直前のサバティカル
  研修等の期間 

 
          年  月  日から 
          年  月  日まで 
 

 
６．学部内業務への対応
  方法 

 

 

 
７．教育に関し、非常勤
  講師措置希望の有無 
  (有の場合、理由明 
 記) 

 
 有 ・ 無 
 
（理由） 



様式２ 
 

サバティカル研修結果報告書 

 

                                                            
                                年  月  日 
 
  （所属部局の長） 殿 
 
                      所属・職名 
                                      氏名 
 
 
   国立大学法人宮崎大学の職員研修に関する規程第７条第３項の規定に基づき、 
  下記のとおり報告します。 
 

 
記 

 
１．サバティカル研修 
  従事期間 

 
    年  月  日から 
    年  月  日まで 

 
２．サバティカル研修 
  実施場所 

 

 

 

 
３．サバティカル研修の
  概要及び結果 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．今後の発表予定 
  (論文発表、学会発 
 表、学内向け成果  
 報告会の予定等） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


